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神川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定しました
問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１13　FAX０４９５-７７-2117

　この計画は令和６年度から８年度までの３年間を計画期間とし、「健康で生きがいのある支え合いのまちづ

くり」を基本理念に、策定されました。 地域の住民が役割を持ち、支え合い、助け合いながら暮らすことので

きる地域共生社会の実現を目指します。

　また計画策定と合わせて、65歳以上の方の保険料を介護保険給付費等の見込みに基づいて３年ごとに見直し

ています。 介護保険給付費等は少子高齢化にともない増加傾向にありますが、介護保険料の上昇を抑えるため

「介護給付費準備基金」を取り崩すことで、基準額を前計画と同額の月額5,600円（年額67,200円）に据え置く

こととなりました。 そのほか、介護保険法施行令等が改正されたことにより、これまでの所得段階第９段階の細分

化等一部に変更があります。

【介護保険の賦課方法】

　介護保険料の賦課は、毎年４月１日を基準に行います。 その後、新たに被保険者資格を取得した方は、資格

を取得した月から保険料の納付が始まり、本人の所得状況や同じ世帯の方の町民税課税状況に応じて保険

料が決定します。

　神川町スポーツ少年団には、球技5種目・武道2種目の合計7団体があり、日々活動に励んでいます。

　また、各団体の活動以外にチャレンジランキング大会や駅伝競走大会等の、全団参加のレクリエーションイベ

ントも開催しています。

　見学、体験は随時行っておりますので、ぜひ一度足を運んでみてください（都合により、下記の曜日や場所

で活動をしていない場合もありますので、見学・体験の際は生涯学習課までお問合せください）。

神川町スポーツ少年団団員募集
問合せ　生涯学習課　生涯スポーツ担当　☎０４９５-７７-4651　FAX０４９５-７７-5066

団体名 活動日 活動場所

ミニバスケットボール 木：午後６時30分～８時　土：午前9時～正午 木：丹荘小体育館　土：海洋センター体育館

パルフェ少年サッカー 土・日：午前9時～正午　その他ナイター練習有 町営グラウンドサッカー場（クレイコート）

少年野球
土：午前8時30分～午後3時30分
日：午前8時30分～午後1時

町営グラウンド野球場B（北側）

JVC（バレー） 水：午後７時～９時　土：午後１時～5時 海洋センター体育館

ドリームショット（バドミントン） 水：午後７時～９時　土：午前9時～正午 水：神川中体育館　土：丹荘小体育館

少林寺拳法 月・金：午後７時～８時30分 海洋センター体育館

神武館空手道 火・木：午後７時～８時30分 海洋センター体育館

かみかわ町長コラム

能登半島へ職員を派遣
神川町長　櫻澤　晃

　地震発生から約3か月が経過した今も、断水や壊れた家屋の解体等の課題がある中、町では被災地支援
に2名の職員を派遣しました。埼玉県で作る支援チームの一員として参加したもので、期間は2月12日か
らと、3月11日からの8日間の日程で七尾市内の避難所支援を行いました。
　町内でも最近の10年間で「大雪」や「台風19号」、「ひょう」などによる被害が発生し、住宅や農作物、農業
用施設、事業所などに多大な損失をもたらしました。
　いつどこで起こるかわからない災害、被災地支援での2名の貴重な体験も活かしながら、防災・減災対策
に取り組みます。
　災害が発生した場合、町民の皆さまにとって一番大事な行動は「自分の命は自分で守る」ことです。ぜひ、
日ごろから「ハザードマップ」を活用し、災害発生時の避難行動計画（マイ・タイムライン）を作成するとと
もに、避難所や情報収集方法、備蓄品の確認をするなど災害の備えをお願いします。

所得段階および対象者 基準額比 年額保険料

第１段階

世帯全員が
非課税

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者
年金収入等 80 万円以下

0.285 19,152 円

第２段階 年金収入等 80 万円超 120 万円以下 0.485 32,592 円

第３段階 年金収入等 120 万円超 0.685 46,032 円

第４段階 本人非課税
（世帯内に課
税者あり）

年金収入等 80 万円以下 0.9 60,480 円

第５段階 年金収入等 80 万円超   【基準額】 1.0 67,200 円

第６段階

本人が
町民税課税

合計所得金額 120 万円未満 1.2 80,640 円

第７段階 合計所得金額 120 万円以上 210 万円未満 1.3 87,360 円

第８段階 合計所得金額 210 万円以上 320 万円未満 1.5 100,800 円

第９段階 合計所得金額 320 万円以上 420 万円未満 1.7 114,240 円

第 10 段階 合計所得金額 420 万円以上 520 万円未満 1.9 127,680 円

第 11 段階 合計所得金額 520 万円以上 620 万円未満 2.1 141,120 円

第 12 段階 合計所得金額 620 万円以上 720 万円未満 2.3 154,560 円

第 13 段階 合計所得金額 720 万円以上 2.4 161,280 円

サポート詐欺にご注意！
問合せ　児玉警察署　☎０４９５-７2-0110　

　インターネットを閲覧中に、突然「ウイルスに感染した」などと偽りの警告画面を表示させ、遠隔操作ソフトのダ

ウンロードや、サポート契約名目で料金を騙し取ろうとする詐欺が多く発生しています。

表示された電話番号に連絡をしてはいけません！！

サポート窓口と称する電話番号に連絡をしてしまうと…

● パソコンを遠隔操作するソフトをインストールされてしまう

● 遠隔操作され、ウイルスを削除しているかのように見せかける

● ウイルス削除名目のサポート契約を結ぶように促される

● コンビニ等で電子マネーを購入し、記載された番号を伝えるように言われ、電子マネーを騙し取られる

人事議案（令和6年３月議会）について
問合せ　総務課　　　　庶務担当　☎０４９５-７７-２１１４　FAX０４９５-７７-３９１５

　学務課　学校教育担当　☎０４９５-７７-２３１２　FAX０４９５-７７-３９１５

　下記の人事議案について、令和6年３月議会で同意されました。

職　名（議案提出順） 氏　名（敬称略） 任　期

教育長 福嶋　慶治 令和６年４月２日　～　令和９年４月１日

教育委員会委員 秋山　欣彦 令和６年３月１８日　～　令和１０年３月１７日

固定資産評価審査委員会委員

小島　健司 令和６年３月２４日　～　令和９年３月２３日

設楽　弘文 令和６年３月２４日　～　令和９年３月２３日

髙柳　美代子 令和６年３月２４日　～　令和９年３月２３日

※教育委員会委員の秋山欣彦氏は令和5年12月議会で同意されました。


